
 

  補 助 金 概 要 調 書 

補 助 金 名  鳥獣被害総合対策事業費補助金 

所 管 部 課  経済部農林課 （TEL ２３－５２３１（直通））              

補 助 対 象 者 西部農協、２戸以上の農業者等で組織する任意の組織及び認定農業者 

補 助 開 始 年 度 平成１２年度 

交 付 目 的  

  

有害鳥獣による農林作物への被害を総合的に防止することを目的として、事業を行う

事業主体に対して補助を行い、被害の防止及び軽減を図る。 

 

補 助 金 額 と  

過 去 の補助実績  

（  ）は一般財源額 

H １ ７年 度 実 績 H１８年度実績 H１９年度実績 H２０年度予算額 

１７８ 千円
（     ８９）千円

４６２ 千円
（  ２３１）千円

６４４ 千円 
（   ３２２）千円 

１１４ 千円
（   ５７）千円

補助事業の内容  
イノシシ侵入防止柵の設置に要する費用 

有害鳥獣を駆除するため使用する鉄砲の砲弾代 

補助事業に係る経費  

補助事業の全体経費                  １７３ 千円 

内補助対象経費                  １７３ 千円 

補助対象経費の内訳 
侵入防止柵           １４０ 千円 

砲弾代                        ３３ 千円 

補助金額の算出方法 

補助率、補助額 

の考え方 

定率補助（２／３） 

限 度 額 無 

補 助 金の財源等  

市単独 一般財源 □     特定財源 □（               ） 

国県等

協調 

直接補助 □ 国  /  県 /     市  /   その他（       ） /

間接補助 ■ 国  /  県 1/2   市  1/2  その他（       ） /

補助事業の効果及び 

効果の検証方法等 

有害鳥獣による被害の防止及び軽減を行うことにより農業生産活動の安定を図る 

有害鳥獣による農作物の被害額の推移で効果の検証を行う。 

終期の設定 

（例外を適用する場合には

その理由等） 

県との協調により実施している事業であり、また、被害の収束時期が不明確であるが、

補助制度終了時を終期とする。 

その他参考事項  

(過去の見直しの経過等) 

 

 

 

 

 


